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平
安
初
期
に
お
け
る
出
羽
国
の
経
営
と
国
内
豪
族
統
制

）

一　
︵

は
じ
め
に

　

古
代
の
東
北
地
方
は
︑
蝦
夷
と
の
接
触
・
戦
闘
が
継
起
的
に
行

わ
れ
た
地
域
で
あ
り
︑
研
究
上
の
論
点
も
城
柵
・
蝦
夷
・
軍
事

︵
征
夷
︶
な
ど
︑
辺
境
と
し
て
の
も
の
が
多
い
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
︒

　

そ
の
よ
う
な
中
で
︑
東
北
地
方
を
南
北
に
区
分
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
地
域
の
性
格
に
目
を
向
け
た
工
藤
雅
樹
氏
や
今
泉
隆
雄
氏
の

論
は
︑＂
東
北
地
方
＂
と
一
括
し
て
理
解
さ
れ
が
ち
な
地
方
内
で

の
多
様
な
地
域
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
︑
古
代
東
北
地
方
の
構
造

を
解
明
す
る
糸
口
と
し
て
注
目
さ
れ︵
る
︶
₁

︒
特
に
今
泉
氏
の
︑
南
奥

地
域
が
陸
奥
国
を
支
え
た
地
域
で
あ
る
と
い
う
指
摘
を
踏
ま
え
て

は
︑
陸
奥
・
出
羽
に
お
け
る
国
郡
の
変
遷
を
概
観
さ
れ
た
吉
田
歓

氏
の
業
績︵
や
︶
₂

︑
筆
者
も
南
北
の
地
域
差
か
ら
出
羽
国
の
構
造
を
論

じ
た
こ
と
が
あ︵
り
︶
₃

︑
出
羽
国
に
つ
い
て
も
山
形
県
内
陸
地
域
︵
最

上
・
置
賜
郡
︶
を
中
心
と
し
た
︑
支
配
を
支
え
る
安
定
地
域
の
存

在
が
明
ら
か
と
な
り
つ
つ
あ
る
︒

　

た
だ
し
︑
出
羽
国
内
諸
地
域
の
内
実
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が

多
い
︒
た
と
え
ば
出
羽
国
内
の
郡
司
名
を
記
し
た
文
献
史
料
で
確

実
な
も
の
は
﹃
日
本
三
代
実
録
﹄
元
慶
二
年
︵
八
七
八
︶
六
月
七

日
辛
未
条
の
最
上
郡
擬
大
領
伴
貞
道
の
み
で
あ︵
る
︶
₄

よ
う
に
︑
郡
司

を
は
じ
め
と
す
る
在
地
有
力
者
の
氏
族
名
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
で

な
い
︒
そ
も
そ
も
出
羽
国
は
︑
諸
国
の
国
造
の
来
歴
を
記
す
﹁
国

造
本
紀
﹂
に
お
い
て
も
︑
国
造
で
は
な
く
﹁
出
羽
国
司
﹂
と
し
て

和
銅
五
年
︵
七
一
二
︶
の
出
羽
国
設
置
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
象
徴
的
な
よ
う
に
︑
国
造
制
を
経
て
お
ら
ず
︑
伝
統
的
な

在
地
豪
族
の
存
在
を
認
め
が
た
い
地
域
で
あ
る
︒
ま
た
出
羽
国
内

で
は
︑
出
土
文
字
資
料
も
含
め
て
地
名
︵
郡
名
︶
を
冠
し
た
氏
族

二
七
一

平
安
初
期
に
お
け
る
出
羽
国
の
経
営
と
国
内
豪
族
統
制

十

川

陽

一
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二　
︵

名
が
み
え
な
い
と
い
う
特
徴
が
看
取
さ
れ
︑
陸
奥
国
と
比
べ
て
も

広
域
を
代
表
す
る
豪
族
の
成
長
が
遅
く
︑
比
較
的
小
さ
い
豪
族
が

虫
食
い
状
に
点
在
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い︵
る
︶
₅

︒
墨
書
土
器
に
み
え
る
氏
族
名
に
つ
い
て
は
︑
近
年
で
も
山

形
県
内
出
土
の
も
の
を
中
心
と
し
た
整
理
が
加
え
ら
れ
︑
一
遺
跡

で
頻
出
す
る
氏
族
名
が
官
人
・
支
配
者
層
と
関
連
す
る
と
い
っ
た

推
定
も
な
さ
れ
て
は
い
る︵
が
︶
₆

︑
そ
の
具
体
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て

は
依
然
と
し
て
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
︒

　

こ
う
し
た
中
で
出
羽
国
の
有
力
豪
族
は
︑
王
臣
家
と
結
託
し
て

私
腹
を
肥
や
す
国
司
の
陰
で
成
長
す
る
︑
と
い
っ
た
理
解
が
な
さ

れ
る
こ
と
も
あ︵
る
︶
₇

︒
た
だ
し
陸
奥
・
出
羽
両
国
の
国
衙
財
政
に
つ

い
て
鈴
木
拓
也
氏
は
︑
弘
仁
年
間
︵
八
一
〇
～
八
二
三
︶
に
征
夷

終
結
を
経
た
立
て
直
し
の
の
ち
︑
天
長
年
間
︵
八
二
四
～
八
三

三
︶
以
降
に
国
司
の
収
益
を
優
先
し
つ
つ
︑
蝦
夷
の
褒
賞
な
ど
支

配
権
を
国
司
に
与
え
て
ゆ
く
︑
と
論
じ
ら
れ
て
い︵
る
︶
₈

︒
こ
の
こ
と

を
踏
ま
え
れ
ば
︑
国
衙
経
営
に
お
い
て
国
司
の
収
益
が
優
先
さ
れ

る
こ
と
は
︑
蝦
夷
を
含
む
国
内
支
配
体
制
と
対
応
し
た
も
の
と
理

解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
国
司
が
私
腹
を
肥
や
す
と
い
う
単
純

な
理
解
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
︒

　

如
上
の
問
題
意
識
を
踏
ま
え
︑
本
稿
で
は
︑
出
羽
国
の
経
営
と

国
内
豪
族
統
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒
出
羽
国
に
つ
い

て
は
︑
文
献
・
考
古
双
方
と
も
に
八
世
紀
半
ば
以
前
の
様
子
は
不

明
瞭
で
あ
る
こ
と
か︵
ら
︶
₉

︑
八
世
紀
末
～
九
世
紀
︑
す
な
わ
ち
弘
仁

二
年
の
征
夷
終
結
の
前
後
を
中
心
に
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
︒

　

な
お
以
下
︑
史
料
の
典
拠
を
断
ら
な
い
場
合
は
︑
全
て
六
国
史

に
よ
る
も
の
と
す
る
︒

₁
︑ 

出
羽
国
の
経
営
と
国
郡
務
を
め
ぐ
る
状
況

︵
₁
︶ 

弘
仁
二
年
の
征
夷
終
結
後
に
お
け
る
出
羽
国
経
営
の
概
観

　

本
章
で
は
︑
九
世
紀
の
出
羽
国
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒

ま
ず
︑
征
夷
終
結
後
の
出
羽
国
経
営
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た

い
︒

　
﹃
類
聚
国
史
﹄
巻
八
十
三
︑
正
税
︑
弘
仁
四
年
︵
八
一
三
︶
九

月
丙
子
条
に
よ
れ
ば
︑﹁
宜
■下
陸
奥
・
出
羽
両
国
公
廨
︑
混
■二
合
正

税
︑一
毎
年
相
換
︑
給
■中
於
信
濃
・
越
後
二
国
︒上﹂
と
︑
征
夷
後
の

財
政
再
建
策
と
し
て
︑
正
税
稲
の
減
少
を
公
廨
稲
と
の
混
合
で
補

い
︑
国
司
ら
の
俸
禄
の
財
源
と
な
る
公
廨
利
稲
を
信
濃
・
越
後
の

二
国
に
交
代
で
負
担
さ
せ
る
措
置
が
打
ち
出
さ
れ
て
い︵
る
︶
₁₀

︒
こ
う

し
た
方
式
は
︑﹁
弘
仁
主
税
式
上
断
簡
﹂
に
︑

凡
奥︵

マ
マ
︶陸
国
司
・
鎮
官
︑
并
出
羽
国
司
公
廨
利
稲
︑
割
■二
収
当

国
■一
以
儲
■二
軍
粮
︑一
其
代
以
■二
他
国
正
税
■一
給
■レ
之
︒︿
其
国
及

稲
数
臨
時
処
分
﹀

二
七
二
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三　
︵
二
七
三

と
あ
る
こ
と
か
ら
弘
仁
式
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
が
︑﹃
延
喜

式
﹄
に
な
る
と
主
税
上
₁₅
鎮
守
府
公
廨
条
に
﹁
凡
鎮
守
府
公
廨
︑

給
■二
当
国
并
相
模
国　
﹂
と
︑
対
象
か
ら
出
羽
国
が
外
れ
て
い
る

よ
う
に
︑
長
期
的
に
み
る
と
財
政
状
況
は
上
向
い
て
い
っ
た
と
み

ら
れ
る
︒

　

そ
の
弘
仁
四
年
直
後
の
財
政
状
況
と
し
て
は
︑
弘
仁
五
年
正
月

十
五
日
に
︑
健
児
粮
に
充
て
る
た
め
乗
稲
三
七
五
〇
〇
束
の
う
ち

一
一
三
二
八
束
を
出
挙
し
た
官
符
や
︵﹃
類
聚
三
代
格
﹄
巻
六
︑

公
粮
事
︶︑
同
日
に
軍
毅
職
分
田
を
︑
大
毅
一
名
・
少
毅
二
名
あ

わ
せ
て
一
四
町
を
設
定
し
た
官
符
︵﹃
同
﹄
巻
十
五
︑
職
田
位
田

公
廨
田
事
︶
の
存
在
な
ど
︑
小
規
模
な
が
ら
も
余
裕
が
生
じ
て
い

る
可
能
性
を
窺
わ
せ︵
る
︶
₁₁

︒
さ
ら
に
︑
国
司
の
目
・
史
生
各
一
員
を

増
置
し
た
天
長
七
年
︵
八
三
〇
︶
閏
十
二
月
二
十
六
日
官
符
に
は
︑

﹁
此︵

出
羽
︶国
頃
年
戸
口
増
益
︑
倉
庫
充
実
﹂
と
あ
る
︵﹃
同
﹄
巻
五
︑
加

減
諸
国
官
員
并
廃
置
事
︶︒
征
夷
終
結
後
の
軍
備
縮︵
小
︶
₁₂

な
ど
︑
征

夷
関
連
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
︑
征
夷
終
結
か
ら
二

十
年
足
ら
ず
と
い
う
短
い
ス
パ
ン
で
み
て
も
︑
あ
る
程
度
財
政
の

立
て
直
し
が
実
現
さ
れ
た
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
︒

︵
₂
︶
出
土
文
字
資
料
か
ら
み
た
国
内
豪
族
と
国
郡
務

　

つ
づ
い
て
︑
出
羽
国
内
の
豪
族
と
国
郡
務
の
関
係
に
つ
い
て
確

認
し
て
お
き
た
い
︒﹁
は
じ
め
に
﹂
で
触
れ
た
よ
う
に
︑
具
体
的

な
様
相
に
つ
い
て
文
献
史
料
か
ら
分
か
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
︒

そ
こ
で
︑
出
羽
国
に
お
け
る
安
定
地
域
を
構
成
す
る
山
形
県
域
を

中
心
に
︑
出
土
文
字
資
料
か
ら
事
例
を
挙
げ
て
み
た︵
い
︶
₁₃

︒

　

山
形
県
山
形
市
の
今
塚
遺
跡
は
︑
出
羽
国
最
上
郡
に
属
す
る
︒

こ
の
今
塚
遺
跡
出
土
の
第
一
号
木
簡
は
︑

　
　

・　
　
　
　

□︹
奉
行
ヵ
︺□□
□︹
長
ヵ
︺□
部
﹃
人
雄
﹄

　
　
　
　
﹃
□
為
﹄
仁
寿
参
年
六
月
三
日　

﹂

　
　

・
大
□︹

浜
ヵ
︺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

﹂

と
︑
仁
寿
三
年
︵
八
五
三
︶
の
年
紀
を
も
つ
符
式
の
木
簡
と
な
っ

て
い︵
る
︶
₁₄

︒
ま
た
米
の
出
給
に
関
す
る
木
簡
や
︑﹁
一
等
書
生
伴
﹂・

﹁
書
生
丈
部
﹂
や
戯
画
な
ど
を
記
し
た
赤
焼
の
高
台
坏
︵
図
︶
₁₅
︵₁
︶︑

﹁
調
所
﹂
と
記
し
た
須
恵
器
坏
な
ど
の
出
土
か
ら
︑
官
衙
的
性
格

も
想
定
さ
れ
て
い︵
る
︶
₁₆

︒
郡
書
生
は
郡
務
へ
の
習
熟
が
必
要
な
︑
郡

司
に
次
ぐ
地
位
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
が
︑
そ
の
出
自
は
︑
郡
領
ク

ラ
ス
︑
あ
る
い
は
郡
散
事
な
ど
郡
司
よ
り
も
下
層
︑
な
ど
一
概
に

言
え
な︵
い
︶
₁₇

︒
た
だ
し
こ
の
墨
書
土
器
に
書
生
と
し
て
み
え
る
伴
氏

は
︑
出
羽
国
で
は
元
慶
二
年
︵
八
七
八
︶
六
月
七
日
辛
未
条
に
︑

最
上
郡
擬
大
領
伴
貞
道
の
名
が
み
え
て
お
り
︑
最
上
郡
の
郡
領
ク

ラ
ス
の
氏
族
と
し
て
も
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
こ
の
こ

と
か
ら
す
れ
ば
︑
今
塚
遺
跡
の
伴
氏
が
郡
司
層
と
関
わ
る
可
能
性

︒一
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四　
︵

　

次
に
︑
置
賜
郡
に
属
す
る
︑
山
形
県
川
西
町
の
道
伝
遺
跡
を
挙

げ
る
︒
同
遺
跡
の
二
号
木
簡
に
は
︑

　
　

・﹁
四
天
王

合
三
百
卅
□︹

部
ヵ
︺
　
　
︿ 

観
世
音
経
一　

精
進
経
一
百
八　

十

一
面
陀
一
百
十
／
多
心
経
十
六　

涅

般
経
陀
六
十
五　

八
名
普
密
陀
卅
﹀

　
　

・
□

と
︑
経
典
と
そ
の
部
数
が
列
記
さ
れ
て
い
る
︒
本
木
簡
と
同
じ
Ｓ

Ｄ
₁
第
Ⅳ
層
か
ら
は
﹁
寛︵

八
九
六
︶平八
年
計
収
官
物
﹂
と
記
載
し
た
一
号

木
簡
も
出
土
し
て
お
り
︑
九
世
紀
後
半
の
置
賜
郡
家
に
関
わ
る
遺

跡
と
推
定
さ
れ
て
い︵
る
︶
₁₉

︒
こ
の
木
簡
に
つ
い
て
は
︑
辺
要
国
守
護

の
た
め
に
実
施
さ
れ
た
四
天
王
法
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
お︵
り
︶
₂₀

︑

ま
た
地
方
の
法
会
に
お
い
て
︑
官
衙
に
用
意
さ
れ
た
経
典
の
ほ
か
︑

郡
司
層
の
私
寺
・
定
額
寺
の
経
典
が
利
用
さ
れ
た
可
能
性
を
示
す

こ
と
な
ど
も
論
じ
ら
れ
て
い︵
る
︶
₂₁

︒

　

四
天
王
法
に
つ
い
て
は
︑﹃
延
喜
式
﹄
主
税
上
₅
︑
出
挙
本
稲

条
︑
出
羽
国
に
﹁
四
天
王
修
法
僧
供
養
并
法
服
料
二
千
六
百
八
十

束
﹂
と
あ
っ
て
︑
恒
常
的
な
財
源
が
設
定
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑

元
慶
二
年
六
月
二
十
三
日
丁
亥
に
は
︑
蓍
亀
に
よ
っ
て
辺
要
国
警

固
の
必
要
性
が
告
げ
ら
れ
た
因
幡
・
伯
耆
・
出
雲
・
隠
岐
・
長
門

に
お
い
て
四
天
王
法
が
修
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
︑
元
慶
の
乱
時

二
七
四

図 1

も
考
え
ら
れ
よ
う
︒
さ
ら
に
別
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
こ
の
墨
書

土
器
︵
図
₁
︶
底
部
～
体
部
外
面
に
か
け
て
の
墨
書
は
実
物
の
調

査
に
よ
り
﹁
郷
﹂
と
判
読
で
き
る
こ
と
か
ら
︑
今
塚
遺
跡
は
郡
家

出
先
機
関
も
含
め
た
郷
レ
ベ
ル
の
機
関
で
あ
る
可
能
性
が
高︵
い
︶
₁₈

︒

こ
の
よ
う
に
今
塚
遺
跡
は
︑
郡
司
層
と
の
関
り
も
想
定
さ
れ
る
︑

郷
レ
ベ
ル
の
拠
点
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
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と
︑
正
月
八
～
十
四
日
に
行
わ
れ
る
吉
祥
悔
過
に
お
い
て
︑
部
内

諸
寺
の
僧
を
国
庁
に
集
め
て
修
す
る
よ
う
規
定
さ
れ
て
い
る
︒
本

注
に
あ
る
よ
う
に
︑
国
分
寺
僧
は
同
期
間
に
開
催
さ
れ
る
修
正
会

に
お
い
て
最
勝
王
経
の
み
を
読
む
の
で
︑
吉
祥
悔
過
に
は
そ
れ
以

外
の
僧
を
集
め
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
が
︑
国
内
で
の
定

期
的
な
法
会
に
国
内
の
僧
を
結
集
し
て
実
施
す
る
場
合
が
想
定
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
出
羽
国
に
お
け
る
四
天
王
法
も

同
様
に
︑
国
内
の
僧
を
結
集
し
て
実
施
さ
れ
る
法
会
の
一
つ
で
あ

っ
た
と
み
て
お
き
た
い
︒

　

ま
た
道
伝
遺
跡
出
土
木
簡
に
経
典
が
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ

い
て
︑
承
和
四
年
︵
八
三
七
︶
六
月
丁
酉
条
の
︑
小
野
宗
成
が
最

上
郡
に
済
苦
院
を
建
立
し
︑
国
分
二
寺
に
仏
菩
薩
像
を
造
り
︑
さ

ら
に
﹁
写
■二
得
雑
経
四
千
巻
■一
﹂
し
た
と
い
う
記
事
を
参
考
に
し

た
い
︒
こ
の
当
時
︑
宗
成
は
出
羽
守
と
み
ら
れ
る
が
︑
こ
れ
ら
の

本
経
が
出
羽
国
内
で
入
手
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
の

基
盤
と
し
て
国
内
の
仏
教
施
設
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
る
︒
出
羽

国
で
は
︑
六
国
史
に
み
え
る
国
分
寺
以
外
の
寺
・
仏
教
施
設
と
し

て
︑
最
上
郡
の
済
苦
院
︵
前
掲
︶・
霊
山
寺
︵
貞
観
九
年
十
二
月

二
十
九
日
甲
午
︶︑
飽
海
郡
の
神
宮
寺
︵
仁
和
元
年
十
一
月
二
十

一
日
辛
丑
︶︑
秋
田
郡
の
四
天
王
寺
︵﹃
類
聚
国
史
﹄
巻
一
七
一
︑

地
震
︑
天
長
七
年
正
月
癸
卯
︶︑
山
本
郡
の
安
隆
寺
︵
貞
観
十
二

二
七
五

の
出
羽
に
お
い
て
は
同
年
六
月
二
十
八
日
壬
辰
に
﹁
大
元
帥
法
阿

闍
梨
伝
灯
大
法
師
位
寵
寿
﹂
を
派
遣
し
て
﹁
降
賊
法
﹂
を
修
し
た

と
あ
り
︑
眼
前
に
危
険
が
迫
っ
て
い
る
現
地
に
お
い
て
は
必
ず
し

も
四
天
王
法
で
対
応
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
出
羽
国
に
お
け
る
四
天
王
法
は
︑
基
本
的
に

は
平
時
に
定
期
的
に
修
さ
れ
る
法
会
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
︒

　

出
羽
国
に
お
け
る
四
天
王
法
の
具
体
的
な
実
施
の
姿
を
記
し
た

史
料
は
な
い
が
︑
貞
観
九
年
︵
八
六
七
︶
五
月
二
十
六
日
甲
子
条

に
よ
っ
て
西
国
で
の
事
例
を
み
る
と
︑

造
■二
八
幅
四
天
王
像
五
鋪
︑一
各
一
鋪
下
■二
伯
耆
・
出
雲
・
石

見
・
隠
岐
・
長
門
等
国
︒一︵
中
略
︶
安
■二
置
尊
像
︑一
請
■二
国
分

寺
及
部
内
練
行
精
進
僧
四
口　

各
当
■下
像
前
依
■二
最
勝
王
経

四
天
王
護
国
品
︑一
昼
転
■二
経
巻
︑一
夜
誦
■二
神
咒
︒一
春
秋
二
時

別
一
七
日
︒
清
浄
堅
固
︑
依
■レ
法
薫
修
︒上

と
あ
る
よ
う
に
︑
国
内
の
僧
を
集
め
て
四
天
王
法
が
実
施
さ
れ
た

こ
と
が
確
認
さ
れ
る
︒

　

諸
国
内
で
の
法
会
に
つ
い
て
︑
別
の
法
会
に
な
る
が
︑﹃
延
喜

式
﹄
玄
蕃
寮
₁₄
吉
祥
悔
過
条
に
︑

凡
諸
国
︑
起
■二
正
月
八
日
■一
迄
■二
十
四
日
︑一
請
■二
部
内
諸
寺
僧

於
国
庁
︑一
修
■二
吉
祥
悔
過
︒一︿
国
分
寺
僧
専
読
■二
最
勝
王
経
︑一

不
■レ
預
■二
此
法
︑一
﹀︵
後
略
︶

︑一
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年
十
二
月
八
日
乙
酉
︶︑
郡
不
明
の
法
隆
寺
︵
斉
衡
三
年
三
月
壬

子
︶・
観
音
寺
︵
貞
観
七
年
五
月
八
日
戊
子
︶︑
瑜
伽
寺
︵
貞
観
八

年
九
月
八
日
庚
戌
︶︑
長
安
寺
︵
貞
観
九
年
十
月
十
三
日
戊
寅
︶

な
ど
が
み
え
る
︒
ま
た
出
土
文
字
資
料
で
は
︑
山
形
県
域
に
限
っ

て
も
︑﹁
□︹

浄
ヵ
︺万
下
西
寺
﹂︵
山
形
市
上
敷
免
遺
跡
︶︑﹁
寺
﹂︵
米
沢

市
笹
原
遺
跡
︶︑﹁
◯寺
﹂︵
鶴
岡
市
興
屋
川
原
遺
跡
︶︑﹁
寺
﹂︵
寒
河

江
市
高
瀬
山
遺
跡
Ｈ
Ｏ
地
区
︶︑﹁
大
寺
﹂︵
天
童
市
的
場
遺
跡
︶

な
ど
が
確
認
で
き︵
る
︶
₂₂

︒
道
伝
遺
跡
出
土
木
簡
が
示
す
よ
う
な
︑
郡

家
と
関
わ
る
仏
教
施
設
も
︑
こ
れ
ら
と
と
も
に
出
羽
国
内
の
仏
事

を
支
え
る
存
在
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒

　

も
う
一
点
︑
秋
田
県
域
の
資
料
と
な
る
が
︑
秋
田
城
跡
七
五
次

調
査
出
土
の
二
六
号
漆
紙
文
書
に
つ
い
て
も
簡
単
に
触
れ
て
お
く
︒

　
　
　
　
　

黒
□︹

胡
ヵ
︺禄
二
具

大
領
公
子
諸

少
領
上
毛
野
朝
臣
虫
麻
呂

五
年
□︹

上
ヵ
︺料　
　

弓
四
張　

矢
四
具

　
　

十
二
月　
　
　

日
国
司
守
多
治
比
□︹

真
ヵ
︺

史
生
飛
鳥
戸
×

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
領
公
子
諸
□︹

鳥
ヵ
︺×

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

×
領
上
毛
野
×

出
土
遺
構
が
九
世
紀
後
半
と
み
ら
れ
る
こ
と
︑
貞
観
十
年
に
出
羽

守
に
任
ぜ
ら
れ
た
多
治
︵
比
︶
真
人
高
棟
と
み
ら
れ
る
名
が
あ
る

こ
と
な
ど
か
ら
︑
本
漆
紙
文
書
は
︑
貞
観
十
五
年
ご
ろ
に
城
内
に

備
え
置
か
れ
た
数
年
に
わ
た
る
器
仗
関
係
の
帳
簿
か
と
考
え
ら
れ

て
い︵
る
︶
₂₃

︒
器
仗
管
理
と
郡
司
に
つ
い
て
は
︑﹃
政
事
要
略
﹄
巻
五

十
七
︑
交
替
雑
事
︵
雑
公
文
︶
に
﹁
国
器
仗
帳
﹂﹁
郡
司
器
仗

帳
﹂
な
ど
と
あ
る
が
︑
城
柵
に
お
け
る
器
仗
管
理
と
郡
司
と
の
関

係
を
示
す
も
の
と
み
ら
れ
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
九
世
紀
後
半
に
な
る
と
︑
出
羽
国
内
の
諸
豪
族
が

国
郡
務
と
関
わ
っ
て
活
動
す
る
様
相
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒

ま
た
前
節
で
は
︑
弘
仁
の
征
夷
後
の
出
羽
国
が
短
期
間
で
も
経
営

状
態
を
向
上
さ
せ
た
こ
と
を
確
認
し
た
が
︑
こ
う
し
た
出
羽
国
経

営
の
安
定
と
豪
族
統
制
の
具
体
的
な
関
係
に
つ
い
て
︑
章
を
改
め

て
考
え
て
み
た
い
︒

₂
︑ 

出
羽
国
に
お
け
る
有
力
豪
族
の
成
長
と
把
握

︵
₁
︶
出
羽
国
に
お
け
る
開
発
の
展
開

　

陸
奥
国
に
お
い
て
は
︑
征
夷
と
関
わ
る
こ
と
で
地
位
を
獲
得
し

た
征
夷
型
豪
族
の
出
現
に
よ
り
︑
一
般
諸
国
よ
り
半
世
紀
早
く
新

興
有
力
豪
族
の
成
長
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い︵
る
︶
₂₄

︒
以

下
︑
こ
の
点
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
︑
出
羽
国
内
の
豪
族
の
成
長
と

国
郡
務
へ
の
編
成
の
様
相
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
︒

二
七
六
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こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
秋
田
県
男
鹿
市
の
小
谷
地
遺
跡
で
は
︑
九

世
紀
Ⅰ
・
Ⅱ
四
半
期
を
主
体
と
す
る
大
規
模
な
田
地
開
発
の
様
相

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
︑
元
慶
の
乱
で
蜂
起
し
た
俘
囚
の
村
と

の
関
係
も
想
定
さ
れ
て
い︵
る
︶
₂₅

︒
こ
の
よ
う
に
︑
秋
田
県
域
の
比
較

的
北
部
で
も
九
世
紀
前
半
ご
ろ
に
は
開
発
が
進
展
し
て
い
た
様
子

を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　

山
形
県
域
の
出
土
文
字
資
料
か
ら
は
︑
前
章
で
も
触
れ
た
今
塚

遺
跡
か
ら
︑
田
地
経
営
に
関
わ
る
墨
書
土
器
が
確
認
で
き
る
︵
図

₂ 

ａ 

・ 

ｂ
︶︶

₂₆
︵

︒
ａ
は
複
数
確
認
で
き
る
﹁
田
宅
﹂
銘
の
う
ち
一
点

で
あ
る
︒
b
は
﹁
田
□︹

部
ヵ
︺﹂
と
さ
れ
て
い
る︵
が
︶
₂₇

︑
群
馬
県
前
橋
市
中

鶴
谷
遺
跡
出
土
の
﹁
田
部
﹂
と
判
読
さ
れ
て
い
る
墨
書
土
器
︵
図

₂
参︵
考
︶
₂₈

︶
を
参
照
す
れ
ば
︑﹁
田
部
﹂
と
読
ん
で
差
し
支
え
な
い

と
考
え
る
︒﹁
田
部
﹂
銘
墨
書
土
器
に
つ
い
て
は
︑﹁
山
部
﹂﹁
田

部
﹂
と
い
う
山
の
生
業
︑
田
の
生
業
を
表
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い

と
の
指
摘
が
あ
る︵
が
︶
₂₉

︑
今
塚
遺
跡
の
場
合
は
︑﹁
山
部
﹂
の
墨
書

は
確
認
さ
れ
な
い
︒﹁
田
宅
﹂
の
墨
書
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か

ら
︑
田
地
経
営
と
労
働
力
編
成
に
関
わ
る
と
い
う
想
定
は
十
分
に

可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
前
章
で
触
れ
た
︑
郡
雑
任
あ
る
い
は

郡
領
氏
族
な
ど
と
も
関
わ
る
可
能
性
も
相
俟
っ
て
︑
有
力
豪
族
に

よ
る
組
織
的
な
田
地
経
営
を
想
定
し
た
い
︒

　

ま
た
山
形
県
寒
河
江
市
の
三
条
遺
跡
は
︑
八
世
紀
中
葉
～
十
世

二
七
七

図 2

　
﹃
類
聚
国
史
﹄
巻
八
十
三
︑
免
租
税
︑
延
暦
十
一
年
︵
七
九

二
︶
十
一
月
己
卯
条
に
は
︑﹁
永
免
■二
出
羽
国
平
鹿
・
最
上
・
置

賜
三
郡
狄
田
租
︒一﹂
と
あ
る
︒
八
世
紀
末
の
時
点
で
︑
出
羽
国
建

置
の
当
初
か
ら
の
安
定
地
域
で
あ
っ
た
最
上
・
置
賜
郡
に
加
え
︑

秋
田
県
域
に
あ
た
る
平
鹿
郡
も
含
め
た
︑
か
つ
服
属
し
た
蝦
夷
も

含
め
た
農
業
生
産
が
律
令
国
家
の
枠
組
内
で
展
開
し
つ
つ
あ
っ
た
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た
木
簡
も
出
土
し
て
お
り
︑
官
衙
と
も
関
わ
る
拠
点
と
想
定
さ
れ

て
い︵
る
︶
₃₃

︒
こ
の
﹁
田
領
﹂
に
つ
い
て
は
︑
全
国
的
に
類
例
が
あ
る

が
︑
在
地
に
郡
家
出
先
機
関
と
目
す
べ
き
拠
点
を
有
し
て
︑
土
地

の
実
地
検
証
・
勧
農
な
ど
に
あ
た
る
存
在
で
︑
交
通
拠
点
な
ど
重

要
な
地
域
で
権
勢
を
有
す
る
人
々
が
郡
司
に
よ
っ
て
雑
任
と
し
て

編
成
さ
れ
た
も
の
︑
と
考
え
ら
れ
て
い︵
る
︶
₃₄

︒
地
域
の
有
力
者
を
編

成
し
て
領
域
支
配
を
行
う
郡
司
の
存
在
が
垣
間
見
え
る
資
料
と
い

え
る
︒

　

以
上
︑
推
測
に
亙
ら
ざ
る
を
得
な
い
部
分
も
あ
る
が
︑
八
世
紀

末
以
降
の
出
羽
国
に
お
い
て
︑
郡
や
郡
務
と
関
わ
る
豪
族
に
よ
る

開
発
や
田
地
経
営
の
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

　

さ
て
︑
出
羽
国
に
お
け
る
田
地
開
発
と
関
わ
っ
て
は
︑
王
臣
家

に
よ
る
田
地
占
有
の
禁
断
を
制
し
た
﹃
類
聚
三
代
格
﹄
巻
十
五
︑

墾
田
并
佃
事
︑
延
暦
二
十
二
年
十
月
二
十
五
日
官
符
が
知
ら
れ
る
︒

太
政
官
符

　

応
■レ
禁
■レ
占
■二
開
出
羽
国
郡
内
田
地
■一
事

右
︑
被
■二
右
大
臣
宣
■一
偁
︑
奉
■レ
勅
︑
如
■レ
聞
︑
家
ゝ
人
ゝ
好
■レ
占
︑

出
羽
国
須
■二
開
発
■一
地
︑
百
姓
失
■二
往
業
■一
而
在
︒
宜
■三
早
下
知

令
■二
厳
禁
断
︒一

　

延
暦
廿
二
年
十
月
廿
五
日

東
北
地
方
に
お
け
る
王
臣
家
の
進
出
事
例
は
︑
出
羽
だ
け
で
な
く

二
七
八

図 3

紀
初
頭
の
水
田
に
面
し
︑﹁
□
五
日
田
主
大
伴
部
廣
□
﹂
と
い
う

九
世
紀
前
葉
を
下
ら
な
い
と
み
ら
れ
る
木
簡
が
出
土
す
る
な︵
ど
︶
₃₀

︑

田
地
と
の
関
わ
り
が
深
い
集
落
で
あ
る
︒
同
遺
跡
か
ら
は
﹁
郡
﹂

と
墨
書
さ
れ
た
土
器
も
複
数
出
土
し
て
い
る
︵
図
₃
︶︶

₃₁
︵

︒
具
体
像

は
不
明
な
が
ら
︑
田
地
経
営
に
お
け
る
郡
の
関
与
を
想
起
さ
せ
る
︒

　

庄
内
平
野
に
目
を
移
す
と
︑
山
形
県
鶴
岡
市
の
山
田
遺
跡
か
ら
︑

八
世
紀
第
Ⅳ
四
半
期
頃
と
み
ら
れ
る
﹁
田
領
﹂
銘
の
墨
書
土
器
が

出
土
し
て
い︵
る
︶
₃₂

︒
同
遺
跡
で
は
︑﹁
駅
﹂︑﹁
駅
子
﹂
な
ど
と
記
し



平
安
初
期
に
お
け
る
出
羽
国
の
経
営
と
国
内
豪
族
統
制

）

九　
︵

陸
奥
国
に
お
い
て
も
散
見
す
る
が
︑
こ
と
田
地
に
関
す
る
本
官
符

は
︑
出
羽
国
の
一
つ
の
特
徴
を
示
す
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
︒

隣
の
陸
奥
国
で
は
︑
天
応
元
年
︵
七
八
一
︶
の
陸
奥
軍
所
へ
の
運

穀
の
の
ち
︑﹁
将
吏
等
﹂
が
﹁
濫
役
■二
鎮
兵
︑一
多
営
■二
私
田
■一
﹂
む

こ
と
に
よ
る
﹁
鎮
兵
疲
弊
﹂
と
い
う
状
況
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
︵
延
暦
二
年
四
月
辛
酉
条
︶︑
将
吏
ら
が
鎮
兵
を
駆
使
し
て

私
田
開
発
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
て
お
り
︑
出
羽
と

は
問
題
と
な
る
開
発
主
体
が
異
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
出
羽

側
で
は
特
に
田
地
と
関
わ
る
形
で
の
王
臣
家
の
進
出
が
顕
著
で
あ

っ
た
と
み
ら
れ
る
︒

　

こ
れ
に
加
え
て
︑
陸
奥
・
出
羽
両
国
で
共
通
す
る
問
題
で
は
あ

る
が
︑
王
臣
家
と
の
交
易
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
み
ら
れ
る
︒

た
と
え
ば
﹃
類
聚
三
代
格
﹄
巻
十
九
︑
禁
制
事
︑
延
暦
二
十
一
年

六
月
二
十
四
日
官
符
に
は
︑

太
政
官
符

　

禁
■三
断
私
交
■二
易
狄
土
物
■一
事

右
︑
被
■二
右
大
臣
宣
■一
偁
︑
渡
嶋
狄
等
来
朝
之
日
︑
所
■レ
貢
方

物
︑
例
以
■二
雑
皮
︒一
而
王
臣
諸
家
競
買
■二
好
皮
︑一
所
■レ
残
悪
物

以
擬
■二
進
官
︒一
仍
先
下
■レ
符
禁
制
已
久
︒
而
出
羽
国
司
寛
縦

曾
不
■二
遵
奉
︒一
為
■レ
吏
之
道
豈
合
■レ
如
■レ
此
︒
自
今
以
後
︑
厳
加
■二

禁
断
︒一
如
違
■二
此
制
︑一
必
処
■二
重
科
︒一
事
縁
■二
勅
語
︑一
不
■レ
得
■二

重
犯
︒一

　
　

延
暦
廿
一
年
六
月
廿
四
日

と
あ
る
よ
う
に
︑
さ
き
に
み
た
田
地
占
有
と
同
時
期
に
王
臣
家
と

の
交
易
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
︒
な
お
︑
陸
奥
側
の
事
例
な
が
ら
︑

﹃
同
﹄
巻
十
九
︑
禁
制
事
︑
弘
仁
六
年
︵
八
一
五
︶
三
月
二
十
日

官
符
︵
禁
■二
断
出
一レ
馬
事
︶
で
は
︑﹁
権
貴
之
使
豪
富
之
民
︑
互
相

往
来
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
都
の
﹁
権
貴
﹂
と
陸
奥
の
﹁
豪
富
﹂
の

往
き
来
が
読
み
取
ら
れ
る
︒
ま
た
こ
の
私
交
易
に
よ
っ
て
馬
の
価

格
が
高
騰
し
て
官
馬
を
得
難
く
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑

陸
奥
側
の
豪
富
が
そ
れ
な
り
の
利
潤
を
得
て
い
た
こ
と
も
推
測
で

き
る
︒
ま
た
弘
仁
六
年
官
符
に
は
﹁
出
羽
国
宜
■レ
准
■レ
此
﹂
と
あ

る
こ
と
か
ら
︑
出
羽
国
に
お
い
て
も
交
易
に
よ
る
出
羽
国
人
の
経

済
的
成
長
が
想
定
さ
れ︵
る
︶
₃₅

︒
す
な
わ
ち
出
羽
国
は
︑
交
易
・
田
地

開
発
の
両
面
で
王
臣
家
進
出
の
影
響
を
受
け
︑
そ
の
中
で
国
内
豪

族
の
成
長
が
促
さ
れ
た
と
考
え
る
︒

　

と
こ
ろ
で
︑
さ
き
に
触
れ
た
延
暦
二
十
一
年
官
符
で
は
︑﹁
出

羽
国
司
寛
縦
曾
不
■二
遵
奉
■一
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
王
臣
家
と
の
関

係
に
は
︑
国
司
も
介
在
し
て
い
る
点
が
注
意
さ
れ
る
︒
王
臣
家
と

国
司
と
の
結
託
は
︑﹃
類
聚
三
代
格
﹄
巻
十
六
︑
山
野
藪
沢
江
河

池
沼
事
︑
延
喜
二
年
︵
九
〇
二
︶
三
月
十
三
日
官
符
所
引
︑
延
暦

三
年
十
二
月
十
九
日
騰
勅
符
に
︑
王
臣
家
の
山
川
藪
沢
占
有
に
阿

二
七
九
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縦
す
る
国
司
が
み
え
る
よ
う
に
︑
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
頭
に

お
い
て
も
広
く
一
般
的
な
事
象
と
な
っ
て
い
た
︒
こ
の
こ
と
を
踏

ま
え
て
出
羽
国
司
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
︑
八
世
紀
末
か
ら
九
世

紀
初
頭
の
当
時
の
出
羽
国
司
と
し
て
確
認
で
き
る
も
の
は
︑﹃
公

卿
補
任
﹄
弘
仁
元
年
条
尻
付
に
︑
文
室
綿
麻
呂
が
延
暦
二
十
年
に

出
羽
権
守
と
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
︒
綿
麻
呂
の

在
任
期
間
は
︑
同
尻
付
に
よ
れ
ば
﹁︵
延
暦
︶
廿
二
年
五
月
転
少

将
︿
守
如
■レ
元
﹀︑
廿
五
年
四
月
播
磨
守
﹂
と
あ
る
こ
と
に
従
え

ば
延
暦
二
十
五
年
ま
で
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
︑
先
に
み
た
王
臣
家

関
係
の
問
題
が
出
羽
で
顕
在
化
し
た
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
︒

　

綿
麻
呂
と
い
え
ば
︑
弘
仁
二
年
︵
八
一
一
︶
四
月
庚
戌
に
征
夷

将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
︑
陸
奥
・
出
羽
国
内
の
み
の
兵
で
征
夷
を
実
施

し
︑﹁
寇
賊
無
■レ
遺
﹂︵
同
年
閏
十
二
月
辛
丑
条
︶
と
征
夷
の
終
結

を
宣
言
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
弘
仁
二
年
の
征
夷
に

つ
い
て
は
︑
近
年
で
も
出
土
文
字
資
料
の
知
見
を
踏
ま
え
て
陸
奥

国
側
か
ら
征
夷
事
業
を
評
価
す
る
論
が
提
出
さ
れ
て
い
る︵
が
︶
₃₆

︑
一

方
で
出
羽
国
の
軍
事
的
な
貢
献
も
き
わ
め
て
顕
著
な
よ
う
に
思
わ

れ
る
︒
簡
単
に
例
示
す
る
と
︑
出
羽
守
・
大
伴
今
人
に
よ
る
俘
囚

軍
三
〇
〇
人
を
率
い
た
爾
薩
体
蝦
夷
六
〇
余
人
の
殺
害
︵
三
月
甲

寅
︶︑
出
羽
国
に
お
け
る
軍
士
簡
閲
︵
五
月
壬
子
︶︑
出
羽
の
鎮
兵

へ
の
復
三
年
︵
七
月
乙
未
︶︑
出
羽
国
に
よ
る
陸
奥
国
邑
良
志
閇
村

の
降
俘
・
吉
弥
侯
部
都
留
岐
の
活
用
︵
七
月
辛
酉
︶
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
る
︒
加
え
て
戦
後
の
復
除
を
み
て
み
る
と
︑
陸
奥
に
対
し
て

は
征
夷
軍
士
に
対
し
て
慶
雲
三
年
の
百
姓
身
役
制
と
延
暦
二
十
一

年
の
例
を
適
用
し
て
一
年
分
の
調
庸
が
免
ぜ
ら
れ
て
い
る
︵
弘
仁

三
年
二
月
辛
卯
︶
の
に
対
し
︑
出
羽
で
は
百
姓
に
﹁
労
■二
軍
役
■一

也
﹂
と
し
て
復
三
年
が
与
え
ら
れ
て
い
る
︵
弘
仁
二
年
閏
十
二
月

己
酉
︶︒
両
国
の
軍
制
の
違
い
も
あ
っ
て
動
員
対
象
が
異
な
る
た

め
︑
単
純
な
比
較
は
で
き
な
い
が
︑
百
姓
を
中
心
と
し
た
出
羽
の

貢
献
の
大
き
さ
は
十
分
想
定
し
て
よ
い
︒
征
夷
に
参
加
し
た
邑
良

志
閇
村
の
吉
弥
侯
部
都
留
岐
が
征
夷
の
対
象
と
な
っ
た
爾
薩
体
蝦

夷
と
対
抗
関
係
に
あ
り
︑
そ
の
邑
良
志
閇
村
の
あ
る
陸
奥
国
北
部

地
域
が
早
く
か
ら
出
羽
国
と
の
結
び
つ
き
が
強
か
っ
た
な
ど
の
事

情
も
あ
る︵
が
︶
₃₇

︑
か
つ
て
出
羽
守
を
経
験
し
た
綿
麻
呂
が
主
導
し
た

弘
仁
の
征
夷
に
出
羽
国
が
担
っ
た
役
割
が
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た

と
い
う
点
は
注
意
さ
れ
る
︒

　

延
暦
末
年
の
田
村
麻
呂
の
征
夷
と
︑
弘
仁
二
年
の
綿
麻
呂
の
征

夷
で
は
︑
東
国
ま
で
巻
き
込
ん
だ
兵
站
の
展
開
と
陸
奥
・
出
羽
の

み
の
負
担
︑
と
い
う
大
き
な
政
策
的
な
差
異
が
存
在
す
る
︒
ま
た

征
夷
終
結
後
の
支
配
体
制
の
面
で
も
︑
城
柵
を
拠
点
と
し
柵
戸
を

基
礎
と
す
る
蝦
夷
支
配
か
ら
︑
鎮
守
府
を
拠
点
と
し
蝦
夷
系
豪
族

の
支
配
力
を
基
礎
と
す
る
体
制
へ
の
転
換
も
指
摘
さ
れ
て
い︵
る
︶
₃₈

︒

二
八
〇
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一　
︵

た
だ
︑
征
夷
後
の
綿
麻
呂
は
︑
弘
仁
二
年
か
ら
七
年
の
間
︑
陸
奥

出
羽
按
察
使
と
な
っ
て
い
る
が
︑
そ
の
在
任
期
間
に
綿
麻
呂
の
上

申
に
基
づ
い
た
官
符
と
し
て
﹃
類
聚
三
代
格
﹄
に
残
さ
れ
る
三
通

は
︑
い
ず
れ
も
出
羽
の
み
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ︵
る
︶
₃₉

︒
そ
し
て
︑

そ
の
間
の
政
策
が
出
羽
国
の
経
営
を
向
上
さ
せ
た
こ
と
は
︑
前
章

で
見
た
通
り
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
れ
ば
︑

綿
麻
呂
の
陸
奥
出
羽
経
営
戦
略
の
中
で
︑
自
身
が
か
つ
て
国
司
と

し
て
赴
任
し
て
い
た
出
羽
国
の
存
在
が
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
た
い
︒
す
な
わ
ち
︑
王
臣
家
の
進
出
と
国
司
の
介
在
に
よ
っ

て
展
開
し
た
延
暦
末
の
出
羽
国
に
お
け
る
開
発
進
行
と
豪
族
の
成

長
が
︑
弘
仁
の
征
夷
と
そ
の
後
に
お
け
る
経
済
的
地
盤
と
な
っ
た

こ
と
は
評
価
し
て
よ
い
と
考
え
る
︒

　

そ
れ
で
は
︑
延
暦
末
年
か
ら
弘
仁
初
年
ま
で
の
間
の
支
配
体
制

は
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
ゆ
く
か
︑
次
節
に
て
陸
奥
・
出
羽
全
体

に
視
点
を
広
げ
な
が
ら
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
︒

︵
₂
︶
陸
奥
・
出
羽
に
お
け
る
有
力
豪
族
統
制

　

陸
奥
・
出
羽
の
豪
族
統
制
を
考
え
る
に
あ
た
り
︑
両
国
の
擬
任

郡
司
設
置
を
認
め
た
﹃
類
聚
三
代
格
﹄
巻
七
︑
郡
司
事
︑
大
同
元

年
︵
八
〇
六
︶
十
月
十
二
日
官
符
を
挙
げ
て
お
き
た
い
︒

太
政
官
符

　

聴
■三
陸
奥
出
羽
両
国
正
員
之
外
擬
■二
任
郡
司
軍
毅
■一
事

右
︑
中
納
言
征
夷
大
将
軍
従
三
位
兼
行
中
衛
大
将
陸
奥
出
羽

按
察
使
陸
奥
守
勲
二
等
坂
上
大
宿
祢
田
村
麻
呂
起
請
偁
︑
郡

司
之
任
職
員
有
■レ
限
︒
而
辺
要
之
事
頗
異
■二
中
国
︒一
望
請
︑

擬
■二
任
幹
了
勇
敢
之
人
︑一
宜
■レ
為
■二
防
守
警
備
之
儲
■一
者
︒
右

大
臣
宣
︑
奉
■レ
勅
︑
依
■レ
請
︒

　

大
同
元
年
十
月
十
二
日

　

こ
こ
で
は
正
員
外
の
擬
任
郡
司
の
設
置
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
︑

正
員
外
に
設
置
さ
れ
る
擬
任
郡
司
は
︑
全
国
的
に
は
弘
仁
三
年

︵
八
一
二
︶
を
画
期
と
し
て
成
立
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い︵
る
︶
₄₀

︒

こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
︑
陸
奥
・
出
羽
に
お
け
る
正
員
外
の
擬
任

郡
司
設
置
の
認
可
は
早
い
事
例
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
︑
そ
れ

に
相
当
す
る
だ
け
の
有
力
豪
族
が
成
長
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
︒

な
お
︑
こ
の
時
の
両
国
に
お
け
る
擬
任
郡
司
の
具
体
的
な
任
用
手

続
は
不
明
な
が
ら
︑
陸
奥
の
擬
任
郡
司
に
関
し
て
は
︑﹃
河
海

抄
﹄︵
天
理
図
書
館
蔵
・
伝
一
条
兼
良
本
︶
巻
十
二
︑
藤
裏
葉
所

引
︑
弘
仁
式

︵
底
本
マ
マ
︶逸︵
文
︶
₄₁

に
︑

太
政
官
符

　

応
■レ
給
■レ
考
陸
奥
国
外
散
位
三︵
千
脱
ヵ
︶
十
三
人
事

疑︵
マ
マ
︶郡
司
廿
八
人
︑
白
河
・
菊
多
剗
宰︹
守
ヵ
︺六
十
人
︑︿
自
余

略
■レ
之
﹀

二
八
一
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右
︑
真︹
直
︺■二
国
府
■一
外
散
位
等
如
■レ
件
者
︒
宜
■二
承
知
︑
依
■レ
件

給
一レ
考
︒

　
　

延
暦
十
八
年
十
二
月
十
日

と
︑
延
暦
十
八
年
︵
七
九
九
︶
に
陸
奥
国
内
の
擬
郡
司
ら
を
含
む

国
府
上
番
の
外
散
位
に
考
を
給
う
よ
う
制
し
た
官
符
が
あ
り
︑
八

世
紀
末
か
ら
国
内
の
有
力
豪
族
が
国
司
の
下
で
統
制
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
確
認
さ
れ
る
︒
そ
の
後
も
︑﹁
弘
仁
式
部
式
下
断
簡
﹂
試

諸
国
郡
司
主
帳
以
上
の
本
注
に
﹁
陸
奥
・
出
羽
・
西
海
道
等
郡
司

不
■レ
在
■二
進
限
︑一
依
■二

□︹
府
ヵ
︺国
解
■一
定
■二
其
等
第
■一
﹂
と
あ
る
よ
う︵
に
︶
₄₂

︑

辺
国
と
い
う
こ
と
も
あ
り
︑
陸
奥
・
出
羽
は
西
海
道
と
並
ん
で
︑

早
く
か
ら
郡
司
そ
の
も
の
が
他
国
と
比
し
て
国
司
の
強
い
裁
量
下

で
任
用
・
統
制
さ
れ
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
︒

　

出
羽
に
お
け
る
有
力
豪
族
に
つ
い
て
は
︑
天
平
八
年
︵
七
三

六
︶
四
月
戊
寅
条
に
﹁
賜
■二
陸
奥
・
出
羽
二
国
有
■レ
功
郡
司
及
俘

囚
廿
七
人
爵
■一
各
有
■レ
差
︒﹂
と
い
っ
た
例
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
︑

俘
囚
も
含
め
た
官
人
身
分
の
拡
大
が
早
く
か
ら
想
定
で
き
る
︒
ま

た
九
世
紀
で
は
﹃
法
曹
類
林
﹄
巻
一
九
七
︑
公
務
五
︑
考
選
に
︑

帯
■二
五
位
■一
俘
囚
国
与
■二
其
考
■一
事
︿
今
有
■二
出
羽
国
俘
囚
五
位
︒一

国
注
■二
小
心
謹
卓
之
文
■一
以
居
■二
番
上
ゝ
等
之
考
︒一
今
是
五
位
︒

雖
■二
斯
俘
囚
︑一
爵
禄
之
貴
︑
其
数
不
■レ
異
︒
論
■二
所
職
︑一
則
旧

在
■二
彼
土
︑一
恒
役
■二
鎮
守
︒一
論
■二
爵
号
︑一
則
非
■レ
有
■二
官
符
︑一
不

■レ
可
■二
外
居
︒一
未
■レ
審
︒
即
国
為
■レ
考
︑
法
意
得
乎
︒
復
居
■二
番

上
■一
其
理
如
何
︒﹀　　
　
　
　
　

讃
岐
広
直

　
　
︵
中
略
︶

又
問
状
云
︑
旧
在
■二
彼
土
■一
恒
役
■二
鎮
守
■一
者
︒︿
依
■二
格
旨
︑一

為
■レ
出
■二
畿
外
■一
既
立
■二
禁
制
︒一
其
有
■レ
職
輩
者
︑
不
■レ
可
■レ
禁
■二

外
居
︒一
然
則
国
与
■二
其
考
︑一
不
■レ
乖
■二
法
意
︒一
但
可
■レ
与
■二
長
上

考
︒一
不
■レ
可
■レ
居
■二
番
上
︒一﹀

と
の
明
法
勘
文
が
み
え
る
︒
讃
岐
広
直
が
明
法
博
士
で
あ
っ
た
の

は
大
同
二
年
ご
ろ
︑
と
い
う
程
度
で
具
体
的
な
年
次
は
は
っ
き
り

し
な
い
が
︑
こ
の
勘
文
の
存
在
か
ら
︑
九
世
紀
初
頭
の
出
羽
国
に

お
い
て
五
位
を
持
つ
俘
囚
が
存
在
し
た
こ
と
も
指
摘
で
き
る
︒

　

別
稿
で
論
じ
た
通
り
︑
八
世
紀
以
来
︑
征
夷
に
伴
う
勲
位
や
位

階
の
獲
得
に
よ
る
官
人
身
分
の
拡
大
は
一
貫
し
た
傾
向
で
あ︵
る
︶
₄₃

︒

こ
れ
ら
征
夷
有
功
者
を
は
じ
め
と
す
る
賞
爵
の
と
り
ま
と
め
と
申

請
に
つ
い
て
は
︑
八
世
紀
よ
り
国
司
が
行
っ
て
い
た
が
︑
特
に
九

世
紀
前
半
頃
よ
り
︑
陸
奥
・
出
羽
国
人
へ
の
叙
位
に
お
け
る
国
司

の
裁
量
が
特
に
増
大
し
て
ゆ︵
く
︶
₄₄

︒
前
掲
﹃
法
曹
類
林
﹄
の
後
半
部

分
で
は
︑
畿
外
へ
の
勝
手
な
移
動
が
禁
じ
ら
れ
た︵
格
︶
₄₅

を
踏
ま
え
つ

つ
も
︑﹁
国
与
■二
其
考
■一
﹂
え
る
場
合
は
格
の
禁
制
に
該
当
し
な
い

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
彼
ら
は
国
司
の
下
で
考
を
得
る
存

在
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒

二
八
二
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こ
の
よ
う
に
八
世
紀
以
来
︑
出
羽
国
に
お
い
て
も
俘
囚
を
含
め

た
多
く
の
有
力
豪
族
の
成
長
と
︑
そ
れ
ら
を
国
司
が
官
人
身
分
へ

と
編
成
す
る
こ
と
に
よ
る
国
内
支
配
の
安
定
化
︑
と
い
う
構
造
が

存
在
し
て
い
た
こ
と
を
想
定
し
て
よ
い
と
考
え
る
︒

　

そ
の
後
︑
弘
仁
の
征
夷
開
始
直
前
に
出
さ
れ
た
﹃
類
聚
三
代

格
﹄
巻
十
五
︑
墾
田
并
佃
事
︑
弘
仁
二
年
正
月
二
十
九
日
官
符
に

は
︑

太
政
官
符

　

不
■レ
可
■レ
収
■二
百
姓
墾
田
■一
事
︿
陸
奥
出
羽
﹀

右
︑
大
納
言
正
三
位
兼
行
皇
太
弟
傅
民
部
卿
勲
五
等
藤
原
朝

臣
園
人
奏
状
偁
︑
陸
奥
出
羽
両
国
為
■レ
体
︑
北
方
蕃
屏
勢
居
■二

辺
要
︒一
人
物
是
須
︒
今
聞
︑
百
姓
之
間
土
人
浪
人
︑
随
■レ
便

墾
■レ
田
︒
国
司
巡
検
皆
悉
収
■レ
公
︑
黎
庶
嗷
ゝ
向
■レ
隅
且
多
︒

愚
臣
商
量
︑
天
地
之
利
不
■レ
如
■二
人
和
︒一
百
姓
離
■レ
心
何
守
■二
辺

隅
︒一
望
請
︑
件
国
開
田
者
︑
雖
■レ
無
■二
公
験
■一
特
蒙
■二
聴
許
︒一

又
依
■二
天
平
十
五
年
五
月
廿
七
日
格
︑一
任
為
■二
私
財
■一
永
年
莫

■レ
取
︒
庶
令
■二
餌
下
集
■レ
魚
︑
賞
上
進
■レ
士
︑
安
■レ
辺
禦
■レ
侮
︑

見
■レ
利
留
一レ
跡
者
︒
右
大
臣
宣
︑
奉
■レ
勅
︑
依
■レ
奏
︒

　
　
　
　

弘
仁
二
年
正
月
廿
九
日
︿
後
紀
第
廿
一
﹀

と
あ
る
︒
墾
田
永
年
私
財
法
で
は
︑
国
司
の
公
験
を
得
ず
に
開
墾

さ
れ
た
田
地
は
収
公
対
象
と
な
る
の
で
︑
陸
奥
・
出
羽
で
も
か
か

る
田
地
の
収
公
が
実
施
さ
れ
た
︒
と
こ
ろ
が
現
地
で
反
発
を
招
い

た
た
め
︑
両
国
に
お
い
て
公
験
を
得
な
い
開
墾
を
許
容
す
る
︑
と

い
う
内
容
で
あ
る
︒
こ
こ
で
開
墾
主
体
と
さ
れ
て
い
る
の
は
︑

﹁
百
姓
之
間
土
人
浪
人
﹂
と
あ
る
︒
こ
う
し
た
人
々
に
対
し
︑
国

司
が
田
地
を
収
公
し
な
い
こ
と
を
打
ち
出
し
︑﹁
令
■二

餌
下
集

■レ
魚
﹂
と
あ
る
よ
う
な
掌
握
方
法
が
取
ら
れ
た
も
の
と
評
価
で
き

る
︒
秋
田
城
の
停
廃
と
秋
田
郡
へ
の
再
編
に
つ
い
て
の
記
事
で
あ

る
延
暦
二
十
三
年
十
一
月
癸
巳
条
に
は
︑﹁
不
■レ

論
■二

土
人
・
浪

人
︑一
以
■下
住
■二
彼
城
■一
者
■上
編
附
焉
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
出
羽
国
に

お
い
て
も
土
人
の
み
な
ら
ず
浪
人
を
郡
に
住
む
公
民
と
し
て
編
成

す
る
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
り
︑
延
暦
末
年
～
弘
仁
初
年
の
間
に
土

人
浪
人
も
含
め
た
開
墾
の
推
進
と
国
家
支
配
へ
の
編
成
が
進
め
ら

れ
た
と
み
ら
れ
る
︒
弘
仁
二
年
の
官
符
も
︑
こ
う
し
た
人
々
を
土

地
に
定
着
さ
せ
つ
つ
︑
生
産
の
安
定
を
図
る
意
図
を
見
い
だ
せ
よ

う
︒

　

こ
の
よ
う
に
国
司
に
よ
る
豪
族
編
成
と
開
墾
推
進
が
展
開
す
る

と
い
う
状
況
の
下
︑﹃
類
聚
三
代
格
﹄
巻
十
七
︑
募
賞
事
︑
天
長

七
年
︵
八
三
〇
︶
四
月
二
十
九
日
官
符
︵
応
■下
養
■二
活
疫
病
百
姓
■一

者
預
■二
出
身
■一
叙
■中
位
階
■上
事
︶
に
は
︑
陸
奥
出
羽
両
国
に
お
け
る

前
年
十
一
月
以
来
の
疫
病
流
行
の
中
で
︑

宜
■下
仰
■二
国
司
︑一
重
加
■二
誨
諭
︑一
勤
令
■二
医
療
︑一
酬
■中
彼
労
効
︒上

二
八
三
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其
養
■二
活
病
者
■一
卅
人
以
上
︑
白
丁
者
預
■二
於
内
考
︑一
自
■二
入
色
■一

至
■二
初
位
︑一
毎
■二
十
人
■一
加
■二
一
階
︒一
初
位
至
■二
八
位
已
上
︑一
毎
■二

廿
人
■一
加
■二
一
階
︒一
外
考
入
■二
内
考
■一
者
減
■レ
半
︒
若
養
越
■二
此

法
■一
者
録
■レ
名
言
上
︑
量
■二
其
形
迹
■一
授
以
■二
五
位
︒一
但
養
■二
二

等
以
上
親
■一
者
不
■レ
在
■二
此
限
︒一
若
富
豪
之
室
︑
異
輸
■二
私
物
■一

施
■二
飢
病
人
︑一
亦
同
報
酬
︒
其
法
白
丁
輸
■レ
稲
一
千
束
者
預

■レ
入
■二
於
内
考
︒一
入
色
至
■二
初
位
︑一
毎
■レ
階
二
百
束
︑
初
位
至
■二

八
位
已
上
︑一
毎
■レ
階
四
百
束
︑
外
考
入
■二
内
考
■一
者
減
■レ
半
︒

若
費
養
之
物
越
■二
此
法
■一
者
︑
量
■二
其
形
迹
︑一
授
以
■二
五
位
■一
者
︒

と
︑
国
司
の
指
導
下
で
︑
疫
病
百
姓
の
養
活
に
﹁
富
豪
之
室
﹂
の

穀
や
私
物
を
充
て
︑
出
身
や
叙
位
に
よ
り
報
酬
を
与
え
る
措
置
が

取
ら
れ
て
い
る
点
は
注
意
さ
れ
る
︒
本
官
符
に
お
け
る
褒
賞
措
置

を
み
て
み
る
と
白
丁
も
対
象
に
含
ま
れ
て
お
り
︑
か
な
り
広
い
範

囲
に
﹁
富
豪
﹂
が
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
︒﹁
富

豪
﹂
の
語
句
は
︑
畿
外
の
多
く
は
九
世
紀
後
半
以
後
に
出
現
す
る

傾
向
に
あ︵
る
︶
₄₆

︒
こ
の
よ
う
な
傾
向
か
ら
す
れ
ば
︑
陸
奥
・
出
羽
国

内
に
お
け
る
郡
司
以
外
の
﹁
富
豪
﹂
の
広
範
な
展
開
と
い
う
事
象

は
︑
全
国
的
に
も
早
い
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
︒
す
な
わ

ち
︑
九
世
紀
前
半
ま
で
に
陸
奥
・
出
羽
に
お
い
て
成
長
し
た
有
力

者
を
国
司
が
把
握
し
︑
そ
れ
ら
の
私
富
を
活
用
す
る
体
制
が
整
え

ら
れ
て
い
っ
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒

二
八
四

お
わ
り
に

　

郡
司
や
郡
司
層
は
︑ 

譜
第
郡
司
が
枝
分
か
れ
し
て
郡
司
職
を
核

と
し
な
が
ら
結
集
し
て
い
た
郡
司
層
が
解
体
し
︑
富
豪
層
へ
転
生

す
る
と
理
解
さ
れ︵
る
︶
₄₇

︒
ま
た
︑
新
た
に
富
豪
と
し
て
成
長
し
た
地

域
有
力
者
を
国
家
が
郡
司
に
登
用
す
る
こ
と
は
な
く
︑
あ
く
ま
で

も
譜
第
郡
司
が
富
豪
と
な
っ
て
︑
富
豪
郡
司
と
も
い
う
べ
き
存
在

に
な
っ
て
ゆ
く
と
の
指
摘
も
あ︵
る
︶
₄₈

︒
こ
う
し
た
理
解
の
中
で
︑
富

豪
層
の
活
動
が
全
国
的
に
顕
著
に
な
る
の
は
︑
九
世
紀
後
半
以
降

が
中
心
で
あ
る
︒
し
か
し
陸
奥
は
も
と
よ
り
︑
出
羽
に
お
い
て
も

王
臣
家
の
進
出
や
征
夷
に
よ
っ
て
成
長
し
た
新
興
豪
族
を
中
心
に
︑

比
較
的
早
く
に
富
豪
層
が
形
成
さ
れ
︑
国
司
の
下
に
編
成
さ
れ
て

い
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒

　

王
臣
家
の
地
方
進
出
に
つ
い
て
山
口
英
男
氏
は
︑
王
臣
家
も
令

制
の
原
理
に
基
づ
く
収
取
の
維
持
と
拡
大
が
目
的
で
あ
り
︑
そ
の

点
に
お
い
て
彼
ら
の
在
地
に
対
す
る
政
治
的
立
場
は
国
司
と
同
質

で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い︵
る
︶
₄₉

︒
こ
の
指
摘
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
王
臣

家
の
進
出
と
国
司
の
結
び
つ
き
は
あ
る
意
味
必
然
の
流
れ
と
い
え

る
︒
出
羽
国
に
お
い
て
は
︑
特
に
延
暦
末
年
以
降
︑
交
易
の
み
な

ら
ず
田
地
開
発
に
も
王
臣
家
が
関
与
し
て
富
豪
の
成
長
が
促
さ
れ

た
︒
国
司
は
こ
う
し
た
成
長
を
容
認
し
な
が
ら
︑
そ
れ
ら
富
豪
層



平
安
初
期
に
お
け
る
出
羽
国
の
経
営
と
国
内
豪
族
統
制

）

一
五　
︵
二
八
五

註︵₁
︶　

工
藤
雅
樹
﹁
石
城
・
石
背
国
の
分
置
と
広
域
陸
奥
国
の
復
活
﹂

︵﹃
蝦
夷
と
東
北
古
代
史
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
八
年
︒
初
出
一

九
八
九
年
︶︑
今
泉
隆
雄
﹃
古
代
国
家
の
地
方
支
配
と
東
北
﹄︵
吉

川
弘
文
館
︑
二
〇
一
八
年
︶
第
二
部
所
収
の
諸
論
考
︒

︵
₂
︶　

吉
田
歓
﹁
南
奥
羽
国
郡
制
の
変
遷
﹂︵
熊
谷
公
男
・
柳
原
敏
昭

編
﹃
講
座
東
北
の
歴
史　

第
三
巻　

境
界
と
自
他
の
認
識
﹄
清
文

堂
︑
二
〇
一
三
年
︶︒

︵
₃
︶　

十
川
陽
一
﹁
律
令
国
家
と
出
羽
国
―
地
域
的
特
質
に
つ
い
て
の
基

礎
的
考
察
―
﹂︵﹃
山
形
大
学
歴
史
・
地
理
・
人
類
学
論
集
﹄
一
八
︑

二
〇
一
七
年
︶︒

︵
₄
︶　

そ
の
他
︑﹃
三
宝
絵
﹄
中
巻
末
尾
に
付
載
さ
れ
た
﹁
妙
達
和
尚

ノ
入
定
シ
テ
ヨ
ミ
ガ
ヘ
リ
タ
ル
記
﹂
に
﹁
タ
カ
ト
ノ
郡
ノ
大
領
オ

ホ
ウ
チ
ノ
景
正
﹂
と
あ
る
が
︑
出
羽
国
内
に
﹁
タ
カ
ト
ノ
郡
﹂
に

相
当
す
る
郡
は
確
認
さ
れ
ず
︑﹁
オ
ホ
ウ
チ
﹂
と
い
う
氏
族
も
不
明

で
あ
る
︒
伝
承
の
大
筋
を
共
有
す
る
﹃
僧
妙
達
蘇
生
注
記
﹄
で
は

を
官
人
身
分
に
編
成
し
つ
つ
︑
出
羽
国
の
経
営
に
あ
た
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
う
し
た
あ
り
方
が
弘
仁
二
年
の
征
夷
を
支
え
︑

そ
の
後
の
財
政
状
況
の
改
善
と
い
う
出
羽
国
の
安
定
化
に
作
用
し

た
も
の
と
理
解
で
き
よ︵
う
︶
₅₀

︒

　

た
だ
し
︑
貞
観
十
五
年
︵
八
七
三
︶
十
二
月
二
十
三
日
甲
寅
条

の
陸
奥
守
安
倍
貞
行
の
起
請
の
中
に
﹁
或
被
■レ
誘
■二
郡
司
税
長
︑一

納
■レ
藁
為
■レ
稲
︒
或
見
■レ
賂
■二
富
饒
酋
豪
︑一
以
■レ
虚
為
■レ
実
︒﹂
と
あ
る

よ
う
に
︑
九
世
紀
後
半
の
陸
奥
国
に
お
い
て
蝦
夷
系
首
長
の
富
豪

や
︑
郡
司
や
雑
任
ク
ラ
ス
の
不
正
が
多
発
し
て
い
た
状
況
が
み
ら

れ
る
︒
出
羽
国
に
お
い
て
は
﹃
藤
原
保
則
伝
﹄
に
︑

此
国
︑
民
夷
雑
居
︑
田
地
膏
腴
︒
土
産
所
■レ
出
︑
珍
貨
多
端
︒

豪
吏
并
兼
︑
無
■レ
有
■二
紀
極
︒一
私
増
■二
租
税
︑一
恣
加
■二
徭
賦
︒一

又︵

衍

︶権又
権
門
子
︑
年
来
求
■二
善
馬
良
鷹
■一
者
︑
猥
聚
如
■レ
雲
︒

辺
民
愚
朴
︑
無
■レ
知
■二
告
訴
︑一
唯
随
■二
其
求
︑一
不
■レ
言
■二
煩
費
︒一

由
■レ

是
隴
畝
之
民
︑
皆
若
■二

貧
窮
︒一
奸
猾
之
輩
︑
多
致
■二

富

溢
︒一

と
︑
豪
吏
に
よ
る
私
的
な
徴
発
︑
王
臣
家
と
の
交
易
に
よ
る
﹁
隴

畝
之
民
﹂
の
圧
迫
︑
そ
し
て
一
部
の
﹁
奸
猾
之
輩
﹂
が
蓄
財
し
て

ゆ
く
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
陸
奥
に
み
え
た
よ
う
な
蝦

夷
系
首
長
の
富
豪
が
出
羽
国
に
も
存
在
し
︑
国
司
が
そ
れ
ら
を
介

し
て
出
挙
な
ど
の
収
奪
を
蝦
夷
集
団
に
対
し
て
も
強
め
て
い
っ
た

こ
と
が
元
慶
の
乱
の
原
因
と
な
る
と
い
う
︑
熊
谷
公
男
氏
の
指
摘

が
あ︵
る
︶
₅₁

︒
本
稿
で
は
こ
う
し
た
状
況
に
つ
い
て
︑
こ
こ
ま
で
述
べ

て
き
た
よ
う
な
経
緯
に
よ
っ
て
出
羽
国
支
配
が
進
展
し
た
結
果
︑

構
造
的
に
出
羽
の
地
域
社
会
に
組
み
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
評

価
し
た
い
︒
す
な
わ
ち
都
と
の
つ
な
が
り
と
そ
れ
に
よ
る
国
内
豪

族
の
成
長
は
︑
出
羽
国
経
営
の
安
定
を
も
た
ら
す
一
方
︑
不
安
定

な
情
勢
の
素
地
と
も
な
っ
た
と
見
通
し
︑
小
稿
を
終
え
る
︒



史
　
　
　
学
　
第
八
八
巻
　
第
三
・
四
号

）

一
六　
︵
二
八
六

己
丑
条
の
雄
勝
城
の
造
営
に
郡
司
ら
の
動
員
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
確
認

さ
れ
る
が
︑
氏
族
名
や
個
別
の
動
向
は
不
明
で
あ
る
︒
な
お
最
近
︑

吉
田
歓
﹁
出
羽
国
成
立
試
論
﹂︵
大
阪
・
郵
政
考
古
学
会
・
辻
尾
榮

市
氏
古
稀
記
念
論
攷
刊
行
会
編
集
発
行
﹃
歴
史
・
民
族
・
考
古
学

論
攷
﹄
Ⅰ
︑
二
〇
一
九
年
︶
が
︑
建
置
当
初
の
出
羽
郡
に
相
当
す

る
田
川
郡
域
が
︑
朝
廷
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
内
国
系
住
民
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
山
形
県
内
の

発
掘
調
査
の
成
果
か
ら
は
︑
山
形
県
高
畠
町
の
小
郡
山
遺
跡
群
が

古
い
置
賜
郡
家
と
関
わ
る
可
能
性
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が

︵
佐
藤
鎭
雄
﹁
平
安
初
頭
に
お
け
る
置
賜
郡
の
官
衙
と
そ
の
周
辺
﹂︑

前
掲
註︵
₇
︶﹃
平
安
初
頭
の
出
羽
国
考
古
学
﹄︶︑
全
体
と
し
て
は

八
世
紀
半
ば
ご
ろ
ま
で
の
遺
跡
数
が
少
な
く
︑
詳
細
は
不
明
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
な
お
小
郡
山
遺
跡
群
に
属
す
る
町
尻
遺
跡
か

ら
は
︑
七
世
紀
に
遡
り
得
る
書
風
の
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
︵
山

形
県
立
う
き
た
む
風
土
記
の
丘
考
古
資
料
館
編
集
・
発
行
﹃
木
は

語
る
―
古
代
か
ら
近
世
の
木
簡
と
木
製
品
﹄
二
〇
一
八
年
︶︒

︵
₁₀
︶　

鈴
木
氏
前
掲
注︵
₈
︶論
文
︒

︵
₁₁
︶　

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
出
羽
国
司
解
を
受
け
た
︑﹁
征
夷
将
軍
参

議
従
三
位
左
衛
門
督
兼
陸
奥
出
羽
按
察
使
勲
四
等
文
室
朝
臣
綿

麿
﹂
の
解
に
よ
り
︑
右
大
臣
︵
藤
原
園
人
︶
が
奉
勅
宣
者
と
な
っ

て
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
健
児
粮
の
官
符
の
事
書
は

一
つ
書
き
で
あ
り
︑
か
つ
事
実
書
末
尾
は
改
行
の
上
﹁
以
前
︑
被
二

右
大
臣
宣
一

偁
︑
奉
レ

勅
︑
如
レ

件
﹂
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
二

つ
の
官
符
は
も
と
も
と
複
数
項
目
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
一

つ
の
官
符
と
想
定
さ
れ
る
︒

︵
₁₂
︶　

鈴
木
拓
也
﹁
九
世
紀
陸
奥
国
の
軍
制
と
支
配
構
造
﹂︵
鈴
木
氏

﹁
出
羽
国
田
川
郡
大
荒
木
景
見
﹂
と
あ
り
︑
田
川
郡
に
は
大
荒
木
氏

の
存
在
も
確
認
で
き
る
が
︵﹃
日
本
三
代
実
録
﹄
貞
観
十
三
年
︵
八

七
一
︶
二
月
十
四
日
庚
寅
条
︶︑﹃
僧
妙
達
蘇
生
注
記
﹄
に
は
大
領

と
は
み
え
ず
︑
大
荒
木
景
見
を
郡
司
と
み
て
よ
い
か
は
留
保
が
必

要
で
あ
る
︒

︵
₅
︶　

北
村
優
季
﹁
律
令
国
家
と
出
羽
国
﹂︵﹃
山
形
攷
古
﹄
六
―
一
︑

一
九
九
七
年
︶︑
村
上
彰
﹁
出
土
木
簡
よ
り
見
た
古
代
出
羽
国
の
豪

族
﹂︵﹃
山
形
大
学
史
学
論
集
﹄
一
七
︑
一
九
九
七
年
︶︒

︵
₆
︶　

植
松
暁
彦
﹁
山
形
県
の
墨
書
土
器
か
ら
み
た
古
代
氏
姓
の
地
域

性
に
つ
い
て
﹂︵﹃
さ
あ
べ
い
﹄
三
二
︑
二
〇
一
八
年
︶︒

︵
₇
︶　

佐
藤
鎭
雄
﹁
古
代
出
羽
国
北
と
南
﹂︵
う
き
た
む
風
土
記
の
丘

考
古
資
料
館
編
集
・
発
行
﹃
平
安
初
頭
の
南
出
羽
考
古
学
―
官
衙

と
そ
の
周
辺
―
﹄
二
〇
一
〇
年
︶︒
な
お
︑
山
形
県
米
沢
市
の
古
志

田
東
遺
跡
な
ど
︑
官
衙
の
可
能
性
が
比
較
的
高
い
豪
族
居
館
を
想

定
し
た
言
及
で
あ
る
︒

︵
₈
︶　

鈴
木
拓
也
﹁
陸
奥
・
出
羽
の
公
出
挙
制
﹂︵﹃
古
代
東
北
の
支
配

構
造
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
八
年
︒
初
出
一
九
九
二
年
︶︒
な
お
︑

同
﹁
陸
奥
・
出
羽
の
調
庸
と
蝦
夷
の
饗
給
﹂︵
前
掲
書
︶
で
は
︑
両

国
国
司
の
利
権
的
な
性
格
も
認
め
つ
つ
︑
特
に
征
夷
終
結
後
に
は
︑

征
夷
軍
・
鎮
兵
の
派
遣
や
柵
戸
移
配
と
い
っ
た
蝦
夷
支
配
に
対
す

る
国
家
的
支
援
を
打
ち
切
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
た
め
の
代
替

措
置
と
し
て
︑
国
司
の
裁
量
権
を
拡
大
し
た
も
の
と
さ
れ
る
︒

︵
₉
︶　

出
羽
国
郡
司
に
関
し
て
は
︑
平
城
宮
式
部
省
跡
か
ら
出
土
し
た

木
簡
︵
文
書
軸
︶
の
木
口
に
﹁
・
出
羽
国
郡
司
考
□︹
状
帳
ヵ
︺□﹂﹁
・
︵
軸
木
口
︶神

亀
五
年
﹂︵
平
城
宮
六
―
九
八
八
三
︶
と
あ
っ
て
神
亀
五
年
︵
七
二

八
︶
ご
ろ
に
郡
司
の
考
課
が
︑
天
平
宝
字
三
年
︵
七
五
九
︶
九
月



平
安
初
期
に
お
け
る
出
羽
国
の
経
営
と
国
内
豪
族
統
制

）

一
七　
︵
二
八
七

前
掲
註︵
₈
︶書
︶︒

︵
₁₃
︶　

以
下
の
事
例
に
つ
い
て
は
︑
十
川
陽
一
﹁︵
講
演
抄
収
録
︶
出

土
文
字
資
料
と
古
代
出
羽
国
―
山
形
県
域
を
中
心
に
―
﹂︵﹃
う
き

た
む
考
古
﹄
二
三
︑
二
〇
一
九
年
︶
で
取
り
上
げ
た
も
の
に
基
づ

い
て
再
度
整
理
・
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
︒

︵
₁₄
︶　

平
川
南
﹁
今
塚
遺
跡
出
土
木
簡
の
解
説
﹂︵
山
形
県
埋
蔵
文
化

財
セ
ン
タ
ー
﹃
今
塚
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
﹄
山
形
県
埋
蔵
文
化

財
セ
ン
タ
ー
調
査
報
告
書
七
︑
一
九
九
四
年
︶︒

︵
₁₅
︶　

植
松
暁
彦
﹁
今
塚
遺
跡
の
再
検
討
と
そ
の
性
格
に
つ
い
て
﹂

︵﹃
山
形
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
﹄
創
刊
号
︑
二
〇
〇

三
年
︶︒

︵
₁₆
︶　

今
塚
遺
跡
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
註︵
₁₄
︶﹃
今
塚
遺
跡
発
掘
調
査

報
告
書
﹄︑
植
松
氏
前
掲
註︵
₁₅
︶論
文
な
ど
を
参
照
︒

︵
₁₇
︶　

森
公
章
﹁
郡
雑
任
と
郡
務
の
遂
行
﹂︵﹃
地
方
木
簡
と
郡
家
の
機

構
﹄
同
成
社
︑
二
〇
〇
九
年
︒
初
出
二
〇
〇
三
年
︶︒

︵
₁₈
︶　

十
川
前
掲
註︵
₃
︶論
文
︒

︵
₁₉
︶　

川
西
町
教
育
委
員
会
﹃
道
伝
遺
跡
﹄︵
川
西
町
文
化
財
調
査
報

告
書
三
︑
一
九
八
四
年
︶︒

︵
₂₀
︶　

三
上
喜
孝
﹁
古
代
の
辺
要
国
と
四
天
王
法
﹂︵﹃
山
形
大
学
歴

史
・
地
理
・
人
類
学
論
集
﹄
五
︑
二
〇
〇
四
年
︶︑
同
﹁﹁
古
代
の

辺
要
国
と
四
天
王
法
﹂
に
つ
い
て
の
補
論
﹂︵﹃
山
形
大
学
歴
史
・

地
理
・
人
類
学
論
集
﹄
六
︑
二
〇
〇
五
年
︶︒

︵
₂₁
︶　

藤
本
誠
﹁
官
大
寺
僧
の
交
通
・
交
流
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
在
地

社
会
の
仏
教
﹂︵
蔵
中
し
の
ぶ
編
﹃
古
代
の
文
化
圏
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
﹄
竹
林
舎
︑
二
〇
一
七
年
︶︒

︵
₂₂
︶　

こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
個
別
の
報
告
書
等
は
割
愛
す
る
︒
な
お
︑

墨
書
土
器
に
つ
い
て
は
︑
明
治
大
学
古
代
学
研
究
所
﹁
全
国
刻

書
・
墨
書
土
器　

文
字
瓦
横
断
検
索
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
﹂︵http ://

w
w

w
.kisc .m

eiji .ac .jp /~m
eikodai /bokusyoD

B .htm
l

︶︑
な
ら

び
に
︑
青
森
県
史
編
さ
ん
古
代
部
会
編
﹃
青
森
県
史　

資
料
編　

古
代
₂　

出
土
文
字
資
料
﹄︵
青
森
県
︑
二
〇
〇
八
年
︶
な
ど
を
参

照
し
た
︒

︵
₂₃
︶　

平
川
南
﹁
秋
田
城
跡
第
七
五
次
調
査
出
土
漆
紙
文
書
﹂︵﹃
秋
田

城　

平
成
一
一
年
度
秋
田
城
跡
発
掘
調
査
概
報
﹄
秋
田
市
教
育
委

員
会
︑
二
〇
〇
〇
年
︶︒

︵
₂₄
︶　

熊
谷
公
男
﹁
古
代
東
北
の
豪
族
﹂︵
須
藤
隆
・
今
泉
隆
雄
・
坪

井
清
足
編
﹃
新
版　

古
代
の
日
本
₉　

東
北
・
北
海
道
﹄︑
角
川
書

店
︑
一
九
九
二
年
︶︒

︵
₂₅
︶　

秋
田
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
﹃
小
谷
地
遺
跡
﹄︵
秋
田
県
文

化
財
調
査
報
告
書
四
七
二
︑
二
〇
一
一
年
︶︒

︵
₂₆
︶　

a
は
︑
前
掲
註︵
₁₄
︶﹃
今
塚
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
﹄
第
四
七

図
―
１４２
︑
b
は
︑
同
１４５
︒

︵
₂₇
︶　

植
松
氏
前
掲
註︵
₁₅
︶論
文
︒

︵
₂₈
︶　

山
武
考
古
学
研
究
所
﹃
柳
久
保
遺
跡
群
Ⅵ
﹄︵
前
橋
市
教
育
委

員
会
︑
一
九
八
八
年
︶
第
一
二
二
図
―
₂₇
︒

︵
₂₉
︶　

平
川
南
﹁
墨
書
土
器
と
そ
の
字
形
―
古
代
村
落
に
お
け
る
文
字

の
実
相
―
﹂︵﹃
墨
書
土
器
の
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
二
〇
〇
〇
年
︒

初
出
一
九
九
一
年
︶︒

︵
₃₀
︶　

山
形
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
﹃
三
条
遺
跡
第
₂
・
₃
次
発
掘

調
査
報
告
書
﹄︵
山
形
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
調
査
報
告
書
九
三
︑

二
〇
〇
一
年
︶︒
な
お
︑
付
近
の
落お

と
も衣
の
地
名
か
ら
︑
こ
の
地
に
開

発
領
主
と
し
て
大
伴
氏
が
居
住
し
て
い
た
と
の
想
定
も
あ
る
︵
大



史
　
　
　
学
　
第
八
八
巻
　
第
三
・
四
号

）

一
八　
︵
二
八
八

宮
富
善
﹁
三
条
遺
跡
を
め
ぐ
る
諸
問
題
﹂﹃
山
形
県
地
域
史
研
究
﹄

三
二
︑
二
〇
〇
七
年
︶︒
た
だ
し
同
遺
跡
か
ら
は
︑
品
遅
・
坂
合
・

丈
部
︵﹁
丈
﹂
も
含
む
︶・
丸
子
︵﹁
丸
﹂
も
含
む
︶
な
ど
の
氏
族
名

様
の
墨
書
土
器
が
出
土
し
て
お
り
︑
伴
氏
に
偏
ら
な
い
多
様
な
氏

族
構
成
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒

︵
₃₁
︶　

前
掲
註︵
₃₀
︶﹃
三
条
遺
跡
第
₂
・
₃
次
発
掘
調
査
報
告
書
﹄
第

二
〇
二
図
―
₃
︵
掘
立
柱
建
物
の
編
年
か
ら
︑
九
世
紀
後
半
～
末

ご
ろ
と
み
ら
れ
る
︶︒
ほ
か
に
︑
第
二
一
一
図
―
₁₁
︑
第
二
二
四
図

―
₁
︑
₂
︑
第
三
一
一
図
―
₁₁
な
ど
が
あ
る
︒

︵
₃₂
︶　

鶴
岡
市
教
育
委
員
会
﹃
山
田
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
︵
I

～
K
・
M 

₁
区
︶﹄︵
山
形
県
鶴
岡
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第

₂₁
集
︑
二
〇
〇
三
年
︶
第
₃₈
図
―
１５４
︒

︵
₃₃
︶　

山
形
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
﹃
山
田
遺
跡
発
掘
調
査
報
告

書
﹄︵
山
形
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
調
査
報
告
書
₈₃
︑
二
〇
〇
一

年
︶︒

︵
₃₄
︶　

森
公
章
﹁
木
簡
か
ら
見
た
郡
符
と
田
領
﹂︵﹃
地
方
木
簡
と
郡
家

の
機
構
﹄
同
成
社
︑
二
〇
〇
九
年
︒
初
出
二
〇
〇
五
年
︶︒

︵
₃₅
︶　

蓑
島
栄
紀
氏
は
︑
八
世
紀
後
半
か
ら
の
東
北
地
方
に
お
け
る
新

興
階
層
の
豪
族
が
台
頭
す
る
背
景
に
︑
交
易
が
存
在
し
た
こ
と
を

想
定
さ
れ
て
い
る
︵﹁
古
代
の
陸
奥
・
出
羽
に
お
け
る
交
易
と
交
易

者
﹂﹃
古
代
国
家
と
北
方
社
会
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
一
年
︶︒

︵
₃₆
︶　

樋
口
知
志
﹁
弘
仁
二
年
の
征
夷
と
徳
丹
城
の
造
営
﹂︵﹃
ア
ル
テ

ス
・
リ
ベ
ラ
レ
ス
﹄
九
一
︑
二
〇
一
三
年
︶︒

︵
₃₇
︶　

熊
田
亮
介
﹁
綿
麻
呂
の
﹁
征
夷
﹂﹂︵﹃
古
代
国
家
と
東
北
﹄
吉

川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
三
年
︒
初
出
一
九
九
七
年
︶︒

︵
₃₈
︶　

熊
谷
公
男
﹁
平
安
初
期
に
お
け
る
征
夷
の
終
焉
と
蝦
夷
支
配
の

変
質
﹂﹃
東
北
学
院
大
学　

東
北
文
化
研
究
所
紀
要
﹄
二
四
︑
一
九

九
二
年
︶︒

︵
₃₉
︶　

九
世
紀
初
頭
の
陸
奥
出
羽
按
察
使
に
よ
る
官
符
に
つ
い
て
は
︑

鈴
木
拓
也
﹁
古
代
陸
奥
国
の
官
制
﹂︵
鈴
木
氏
前
掲
註︵
₈
︶書
︒
初

出
一
九
九
四
年
︶
を
参
照
︒
な
お
︑
綿
麻
呂
の
按
察
使
在
任
期
間

の
﹃
類
聚
三
代
格
﹄
所
収
官
符
は
︑
第
一
章
︵
₁
︶
で
挙
げ
た
︑

弘
仁
五
年
正
月
十
五
日
の
健
児
粮
・
軍
毅
職
分
田
の
官
符
︵
註
₁₁

参
照
︶︑
な
ら
び
に
弩
師
の
任
期
延
長
に
つ
い
て
の
弘
仁
三
年
十
一

月
十
五
日
官
符
で
あ
る
︒

︵
₄₀
︶　

米
田
雄
介
﹁
擬
任
郡
司
制
の
成
立
と
展
開
﹂︵﹃
郡
司
の
研
究
﹄

法
政
大
学
出
版
局
︑
一
九
七
六
年
︒
初
出
一
九
六
九
年
︒
た
だ
し

擬
任
郡
司
の
画
期
に
つ
い
て
は
本
書
所
収
時
に
見
解
を
修
正
さ
れ

て
い
る
︶︒

︵
₄₁
︶　

当
該
史
料
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
︑﹃
弘
仁
格
抄
﹄
式
部
下

₆₄
に
︑﹁
応
レ

給
レ

考
陸
奥
国
外
散
位
参
仟
拾
参
人　

延
暦
十
八
年
十

二
月
十
日
﹂
と
あ
る
︒

︵
₄₂
︶　

当
該
規
定
は
︑﹃
延
喜
式
﹄
式
部
下
₃₆
試
郡
司
条
本
注
の
﹁
陸

奥
・
出
羽
・
西
海
道
郡
司
不
レ

在
二

集
限
︒一
依
二

国
府
解
一

定
二

其
等

第
一

﹂
に
継
承
さ
れ
る
︒

︵
₄₃
︶　

十
川
陽
一
﹁
地
方
に
お
け
る
律
令
官
人
制
の
展
開
と
受
容
―
勲

位
を
中
心
に
―
﹂︵
三
田
古
代
史
研
究
会
編
﹃
法
制
と
社
会
の
古
代

史
﹄
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
五
年
︶︒

︵
₄₄
︶　

こ
の
点
に
関
わ
る
国
司
の
裁
量
権
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
議
論

も
あ
る
が
︑
そ
れ
ら
の
詳
細
と
筆
者
の
見
解
な
ど
は
︑
十
川
陽
一

﹁
律
令
官
人
制
と
古
代
の
東
北
﹂︵
新
川
登
亀
男
編
﹃
日
本
古
代
史

の
方
法
と
意
義
﹄
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
八
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
︒



平
安
初
期
に
お
け
る
出
羽
国
の
経
営
と
国
内
豪
族
統
制

）

一
九　
︵
二
八
九

︵
₄₅
︶　
﹃
類
聚
三
代
格
﹄
巻
二
十
︑
断
罪
贖
銅
事
︑
大
同
二
年
二
月
一

日
官
符
︒

︵
₄₆
︶　

森
公
章
﹁
九
世
紀
の
郡
司
と
そ
の
動
向
﹂︵﹃
古
代
郡
司
制
度
の

研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
〇
年
︶︒

︵
₄₇
︶　

山
口
英
男
﹁
十
世
紀
の
国
郡
行
政
機
構
﹂︵﹃
日
本
古
代
の
地
域

社
会
と
行
政
機
構
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
九
年
︒
初
出
一
九
九

一
年
︶︑
同
﹁
地
域
社
会
と
郡
司
制
﹂︵
山
口
氏
前
掲
書
︒
初
出
二

〇
〇
四
年
︶︑
磐
下
徹
﹁
郡
司
層
小
論
﹂︵﹃
日
本
古
代
の
郡
司
と
天

皇
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
六
年
︶
な
ど
︒

︵
₄₈
︶　

森
公
章
﹁
九
世
紀
の
郡
司
と
そ
の
動
向
﹂︵﹃
古
代
郡
司
制
度
の

研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
〇
年
︶︒

︵
₄₉
︶　

山
口
氏
前
掲
註︵
₄₇
︶﹁
十
世
紀
の
国
郡
行
政
機
構
﹂︒

︵
₅₀
︶　

出
羽
国
の
安
定
性
と
交
易
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
十
川
前
掲
註

︵
₃
︶論
文
も
参
照
︒

︵
₅₁
︶　

熊
谷
公
男
﹁
元
慶
の
乱
の
歴
史
的
意
義
﹂︵
鈴
木
拓
也
編
﹃
東

北
の
古
代
史
₄　

三
十
八
年
戦
争
と
蝦
夷
政
策
の
転
換
﹄
吉
川
弘

文
館
︑
二
〇
一
六
年
︶︒

︵
付
記
︶　

本
稿
は
︑
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費₁₇K

₁₃₅₂₃

に
よ
る
成
果
の
一

部
で
あ
る
︒


